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特定非営利活動法人徳島サステナブル社会推進センター職員の募集要項

（パートタイム職員）

１．応募資格

次の全ての条件を満たす者

・大学卒業以上の学歴を有する者

・地球温暖化防止、海洋汚染、生物多様性保全などの環境課題解決を目的とした活動

に熱意がある者

・環境に係わる職務経験を通算５年以上有する者

・パソコンの基本操作（ワード・エクセル・パワーポイント）ができる者

・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する者

・業務に自家用車の使用が可能な者

このほか、さらに、環境に関する資格（技術士（環境部門）、環境カウンセラー、ビ

オトープ管理士など）を所持していれば、なお望ましい

２．募集人員

２名

３．身分及び業務内容

ＮＰＯ法人徳島サステナブル社会推進センターの推進員として、次の業務に従事して

いただきます。

（1）地球温暖化、海洋汚染、生物多様性保全などの環境課題を解決するのための普及

啓発業務

（2）法人が自治体等から受託する環境学習や環境教育の推進に関する業務

（3）環境活動を行う団体や地球温暖化防止活動推進員等への支援業務

（4）法人運営のための業務

４．任用期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

※任用後、原則として２カ月間は条件付採用期間です。

※４月一カ月分は、時給1,200円です。

※期間満了後については、勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用され

る場合があります。ただし、４回（連続する５会計年度）に限ります。

５．勤務条件等
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（1）勤務場所：ＮＰＯ法人徳島サステナブル社会推進センター

（徳島市西新浜町２丁目３－１０２ エコみらいとくしま内）

（2）所定労働日数：週３日（月１２日程度。月曜日が休日、土日祝日は交代勤務、勤

務日は勤務割振表による（応相談））

（3）勤務時間：原則として、９時３０分から１８時１５分までの７時間４５分（休憩

時間６０分を除く）ですが、応相談。

（4）休日：月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）、年末年始（１２月２９日から翌

年１月３日まで）、勤務割振表により指定された休日、夏季休暇（３日）

（5）休暇：年次有給休暇（任用期間に応じて付与）、産前産後休暇、育児時間休暇、

生理休暇、子の看護休暇等

（6）報酬：時給1,200円から1,600円程度

（7）その他手当：通勤手当（上限は16,000円/月）

（8）賞与：なし

（9）社会保険：健康保険（※）、厚生年金保険（※）、雇用保険、災害補償

※勤務時間、給与の額、任用期間が一定の要件を満たす場合に限ります。

（10）コンプライアンス等：秘密を守る義務、職務に専念する義務などが適用されます。

６．選考方法

応募者に対して面接審査を行います。

７．面接日時・場所

（1）日時：別途連絡します（令和８年２月２２日（日）頃の予定）。

（2）場所：エコみらいとくしま（徳島市西新浜町２丁目３－１０２）

８．応募手続

（1）受付期間

令和８年２月３日（火）から令和８年２月１７日（火）まで

※受付期限後の申し込みは受付しませんので、十分注意してください。

（2）提出書類

① 履歴書（指定様式なし。顔写真を添付してください。）

② 職務経歴書

③ 自動車運転免許証の写し

④ 環境等の資格を所持している場合は証明する書類の写し

⑤ 作文（800字以上1200字以内、黒ボールペンによる手書き）

作文テーマ「2050年脱炭素社会の実現に向け、私たちができること」

⑥ ハローワークの紹介状
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（不採用者の提出書類については返却します。）

（3）提出方法

① 持参による申し込み

受付期間中の執務日（火曜日から日曜日）の９時３０分から１８時１５分まで

に「１１．提出先」に持参してください。

② 郵送による申し込み

封筒の表に「職員申込」と朱書きし、また、宛名は事務局長として、必ず「書

留郵便」により「１１．提出先」に郵送してください。（令和８年２月１７日

（火）必着）

９．選考結果の通知

面接審査終了後７日以内に面接審査の受験者全員に文書で通知します。

（合格者には電話でも連絡を行います。）

１０．その他

応募者に係る個人情報については、適切に管理し、本件以外には一切利用しません。

１１．提出先（連絡先）

ＮＰＯ法人徳島サステナブル社会推進センター

担当者：新居

住所：〒770-8008 徳島市西新浜町２丁目３－１０２ エコみらいとくしま内

電話：088-678-6091

ファクシミリ：088-663-5380

ＨＰ：https://eco-toku.org/


